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・後の事情変更によって、万一当該商品等に関する消費者被害が生じ得る

ようになった場合

・未知の商品・商法が出現するなど、現時点で想定していない事態が生じ

た場合

等に、迅速かつ機動的な対応（例えば、特例措置の解除）を講じることが可

能な制度とすることが必要である。

（５）指定制を廃止することによって、担当行政庁が特定されないような特定商

取引がなくなることが期待されるが、特例措置を講じた場合にも、当該分野

における消費者被害の状況の把握を行い、その状況に応じて所要の措置を講

じるべき行政庁が明確になるような制度とするべきである。

（６）以上のことから、特例措置の対象は、関係者からの意思確認等一定の手続

を経た上で、主務省令によって定めることが適当である。すなわち、特例措

置の制定及び改廃が適切に講じられることを確保するため、行政手続法上の

パブリックコメントの手続を経ることに加え、消費経済審議会に附議するこ

ととするべきである。

２．消費者団体訴訟（訴権）制度の導入へ

①基本的考え方

特定商取引法の対象となる商取引における消費者トラブルの解消に資するた

め、個々の消費者による権利主張や行政機関による取締りに加えて、消費者団

体による監視が実効性を持って行われるようにするとの観点から消費者団体訴

訟制度を導入するべきである。その際、できるだけ早急に消費者団体による差

止請求制度を導入するべきとの観点から、特定商取引法に導入されるべき制度

は、消費者契約法に導入された消費者団体訴訟（訴権）制度を基本的に踏襲す

ることが適当である。

なお、損害賠償請求権の取扱など、消費者契約法への消費者団体訴訟の導入

時に議論された事項については、消費者団体の認定手続の統一化の問題等とあ

わせて、消費者契約法の施行実績も見た上で、政府全体として検討していくべ

き課題と考えられる。

②具体的措置

（１）消費者契約法に基づき差止請求を提起できる団体と、特定商取引法に基づ

き差止請求を提起できる団体とを、手続的に別個に認定することとする。

その際、他の法制度上の適格団体の更新時期との整合性の確保等、運用上の

工夫を最大限検討し、極力申請手続きの事務負担の軽減を図るべきである。

（２）国や都道府県と適格消費者団体との連携を図るため、団体からの訴訟業務

に関する情報を、国及び、国を通じて都道府県とで共有されることが強く要

請される。このため、具体的な情報共有の仕組みを制度開始までに構築する

ことが必要である。
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（３）特定商取引法には、

・不当勧誘行為を規制する規定

・不当契約条項を規制する規定

・不当広告（表示）行為を規制する規定

の３種類の規定が設けられているが これらの規定全体を消費者団体訴訟 訴、 （

権）の訴えの根拠となる条項として採用するべきである。なお、特定商取引

、 、法第７条のように 行政命令の対象となる行為を定めている条項についても

、 （ ） 。原則として 訴訟 訴権 提起の根拠となる条項として採用するべきである

（４）団体の提起した訴訟手続き相互の関係に関する、後訴制限や手続併合につ

いては、当面、消費者契約法に導入されている団体訴訟（訴権）制度の仕組

みを踏襲することが適当である。

（５）消費者団体の訴訟手続きと、行政機関の行政処分との関係については、

適切な訴訟業務を団体が行っているかどうかに関する行政監督上の問題と捉

えるべきである。団体の認定を行う経済産業大臣は、国及び都道府県の行政

処分の状況を踏まえ、団体の訴訟業務の遂行状況を適切に監督し、およそ

不合理な訴訟業務の遂行がなされている場合には、認定の取消し等所要の措

置を講じることができることとするべきである。

３．法執行の強化に向けて

①基本的考え方

年々悪質業者の手口は巧妙になり、名称、住所等を隠蔽しているケースが増

加している。このため、特定商取引法の厳正な執行を図るには、例えば資金決

済取引を行う金融機関、電子マネー業者等に対して、販売業者等に関する報告

等を求めることができるようにするべきであり、また、行政調査の権限につい

ても、物件の提出など、立ち入り検査時の証拠入手に関する行政権限について

も強化を図るべきである。

あわせて、特定商取引法違反に対する罰則についても、最近の他の経済犯罪

に関する法制における罰則とのバランスを見つつ、その厳罰化を進めるべきで

ある。

②具体的措置

（１）悪質業者が自らの住所や連絡先等を隠蔽している場合において、当該業者

に対し適切な行政処分等を行うことを可能とするため、販売業者等と決済取

引等を行う者に対し、参考となる報告や資料の提出を求めることができるよ

うにするべきである。

（２）立入検査の実効性を確保し、法律を厳正に施行するため、販売業者等及び

その密接関係者に対し、証拠書類等の提出等を命ずることができるようにす

るべきである。




